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（様式第１号）         

 □ 会議録  ■ 会議要旨

会議の名称 令和４年度 第９回 芦屋市情報公開・個人情報保護審査会 

日 時 令和４年１２月２１日（水）        ９：３０ ～ １１：３０ 

場 所 芦屋市役所 北館４階 教育委員会室 

出 席 者 会  長 島田 茂 

委  員 岩本 洋子 

委  員 伊藤 明子 

委  員 大月 一弘 

委  員 亀若 浩幸 

事 務 局 篠原課長、山西係長、藤川主事補 

事 務 局 文書法制課 

会議の公開 □ 公開 

□ 非公開    ■ 一部公開 

 会議の冒頭に諮り、出席者５人中５人の賛成多数により決定した。 

 〔芦屋市情報公開条例第19条の規定により非公開・一部公開は出席者の３分の

２以上の賛成が必要〕 

＜非公開・一部公開とした場合の理由＞ 

 議題ア及びイの審査請求の案件については、個人情報等が含まれているため、

非公開とする。 

傍 聴 者 数 ０人 

１ 会議次第 

(1) 会長挨拶 

(2) 一部公開の決定 

(3) 議題 

ア 令和４年１月１１日付け芦都整第２５３号公文書非公開決定処分に係る審査請求

（令和４年４月８日付け）について 
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イ 令和４年７月１２日付け芦教学第２００６－２号個人情報部分開示決定処分に係る

審査請求（令和４年９月２９日付け）について 

ウ 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う芦屋市議会における条例の整備について 

エ その他

３ 審議内容 

開会 

(1) 令和４年１月１１日付け芦都整第２５３号公文書非公開決定処分に係る審査請求（令

和４年４月８日付け）について 

  ア 事務局より説明を行った。 

イ 実施機関の意見聴取を行った。 

ウ 継続審議とする。 

(2)  令和４年７月１２日付け芦教学第２００６－２号個人情報部分開示決定処分に係る審

査請求（令和４年９月２９日付け）について

   ア 事務局より説明を行った。 

  イ 継続審議とする。 

(3) 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う芦屋市議会における条例の整備について 

島 田 会 長

事 務 局

島田会長

島田会長

続きまして、議題３について審議を行います。答申案の審議を行いますので、事務

局は答申案の朗読をお願いします。 

（答申案の朗読） 

それでは、審議を行います。何かご意見はありますでしょうか。 

（答申案の文言修正） 

 それでは、以上で審議を終了します。ご意見を踏まえて答申案を修正し、本日付け

で答申しましょう。 

(4)  その他 

閉会 


